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諮問第１４１号 

 

答 申 

 

１ 審査会の結論 

諮問第１４１号案件「住民票等の請求・申出書」「戸籍謄本等職務上請求書」及び

「住民票の写し等職務上請求書」に係る個人情報等一部開示決定処分について、一

部開示とした決定は妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

（１）審査請求の趣旨 

本件の審査請求は、令和４年７月１１日付で審査請求人（以下「請求人」

という。）から世田谷区長に対し審査請求書が提出され、同日に受理された。 

本件審査請求の趣旨は、世田谷区個人情報保護条例（平成４年３月世田谷区

条例第２号。以下「条例」という。）に基づき、請求人が行った「私に関する

住民票、戸籍の申請書」の個人情報等開示請求（令和４年度受付第７号。以

下「本件請求」という。）に対し、世田谷区長が令和４年５月１７日付で行っ

た一部開示決定処分（以下「本件処分」という。）のうち、非開示部分の一部

開示を求めるというものである。 

 

（２）審査請求の理由 

請求人が、審査請求書によって主張している審査請求の主な理由は、次の

とおりに要約される。 

①請求人は、〇〇である。本件請求に係る住民票及び戸籍謄本についての弁

護士による職務上請求によって取得された情報が、〇〇の知るところとな

った。当該職務上請求により取得した請求人の個人情報を目的外に使用し

た可能性が極めて高い。請求人は、〇〇、平穏な生活が脅かされている。

世田谷区が保護すべきは請求人及びその家族のプライバシーと平穏な生活

であり、これは本件処分の理由で示された弁護士の仕事上の権利や利益よ

りはるかに優先的に保護されるべき人権である。 

②上記①の職務上請求は、戸籍法第１０条及び住民基本台帳法第２０条第４

項に違反した虚偽の利用目的の申告又は目的外使用が疑われる請求である。

戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第５条に違反しているか

否かを判断するために非開示部分が開示されなければならない。 

③区は、上記①の職務上請求につき、何をもって事業を営む個人の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害すると判断し、開示しない判断を下した

のか。また、その判断は妥当かつ合理的なものであったかについて審査を

請求する。 

④本件処分の判断にあたり、区は上記①の職務上請求の際の利用目的等が不

実の内容であった場合のリスクを検討したかについて審査を請求する。 
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３ 審査請求に対する実施機関の説明 

実施機関は、非開示とした本件審査請求に係る部分（以下「本件非開示部分」

という。）につき、条例第２１条第４号に該当するとして本件処分を行った。実

施機関が、本件処分について、弁明書及び口頭による説明で主張している主な

内容は、次のとおりに要約される。 

（１）条例第２１条は、「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係

る保有個人情報等に次の各号のいずれかに該当する情報（以下「非開示情報」

という。）が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報

等を開示しなければならない。」と規定しており、同条の規定は開示請求時の

保有個人情報等の原則開示を求めている。 

（２）しかしながら、条例第２１条第４号は、例外的に非開示となる情報として、

「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政

法人を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示

請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって開示すること

により、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの」と規定している。また、同号ただし書

では、当該非開示情報のうち、例外的に開示できる情報として、「イ 事業活

動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護

するために、開示することが必要であると認められる情報」「ロ 違法若しく

は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活

を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」及び「ハ 

事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他人

の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」と

規定している。 

（３）そして、同条第４号の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある」情報とは、①法人等又は事業を営む個人の有する生産技術上又

は販売上の情報であって、開示することにより、当該法人等又は事業を営む

個人の事業活動が損なわれるおそれがあるもの、②経営方針、経理、人事等

の事業活動を行う上での内部管理に属する情報であって、開示することによ

り、法人等又は事業を営む個人の事業運営が損なわれるおそれがあるもの、

③その他開示することにより、法人等又は事業を営む個人の名誉、社会的評

価、社会的活動の自由等が損なわれるおそれがあるもの等であると解されて

いる。 

（４）これらを本件処分についてみると、本件非開示部分はいずれも、種々の事

件名等が記載されているであろうと推測される欄であり、これらを開示する

ことにより、訴訟を提起する前の時点で、訴訟を予定している案件の名称等

が相手方の知るところになれば、当該事件に係る弁護士業務の遂行に支障を

きたすおそれがあることから、当該欄の記載事項は条例第２１条第４号の非

開示情報に該当するとともに、例外的に開示できる情報として規定している

イ、ロ及びハのいずれにも該当しない。 

（５）なお、「職務上請求により取得した請求人の個人情報を目的外に使用した

可能性が極めて高い。」等の請求人の主張は、実施機関としては不知である。

また、請求人の主張における回答を求める部分及び新たに情報の開示を求め
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る部分については、実施機関はその求めに応じるべき法的義務を負うもので

はない。 

（６）以上のことから、本件処分は条例に基づき適正に行われており、本件処分

に違法又は不当な点は認められず、請求人の主張には理由がないから、本件

審査請求は棄却されるべきである。 

 

４ 審査会の判断 

審査会は、請求人及び実施機関の主張を検討した結果、以下のように判断する。 

（１）本件審査請求対象文書について  

本件請求に係る開示請求書には、「私に関する住民票の申請書、私に関する戸

籍の申請書」との記載があり、実施機関は、住民票及び戸籍に関する請求書等の

計３件を対象文書としている。審査請求書によると、請求人は一部開示決定通知

書別紙の１（２）「戸籍謄本等職務上請求書（令和４年４月１１日付収受）」及び

（３）「住民票の写し等職務上請求書（令和４年４月１１日付収受）」に関する非

開示部分のすべてを開示することを求めている。 

したがって、本件審査請求対象文書は、「戸籍謄本等職務上請求書（令和４年

４月１１日付収受）」及び「住民票の写し等職務上請求書（令和４年４月１１日

付収受）」と認められる。 

（２）条例第２１条第４号の該当性について 

本件審査請求対象文書である「戸籍謄本等職務上請求書（令和４年４月１１日

付収受）」及び「住民票の写し等職務上請求書（令和４年４月１１日付収受）」に

関して、当該交付請求は、戸籍法第１０条の３第１項及び住民基本台帳法第１２

条の３第２項の規定に基づき、適正に請求されたものと認められる。 

そして、条例第２１条第４号は、開示請求に係る保有個人情報等に「法人等に

関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であ

って開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」が含まれている場合には、「法

人情報」として、当該保有個人情報等を非開示とすることを定めている規定であ

る。 

また、同号ただし書では、当該非開示情報のうち、例外的に開示できる情報と

して、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命

又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」、「ロ 

違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人

の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」及び「ハ 

事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他人の生

活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報」と規定して

いる。 

これを本件についてみると、本件審査請求対象文書のうち、本件非開示部分は、

戸籍謄本等職務上請求書の「事件の種類、代理手続きの種類及び戸籍の記載事項

の利用目的」欄の記載の部分並びに住民票の写し等職務上請求書の「利用目的の

内容」欄及び「業務の種類」欄の記載の部分である。当審査会において審査請求

対象文書を見分したところ、本件非開示部分には、弁護士が受任した事件に関す

る利用目的及び業務の種類の内容が具体的に記載されており、これらの内容が訴
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訟の相手方等の知るところになれば、当該事件に係る弁護士業務の遂行に支障を

きたすおそれがあることから、当該欄に記載されている情報は条例第２１条第４

号の非開示情報に該当すると認められる。 

さらに、本件非開示部分は、条例第２１条第４号ただし書イ、ロ及びハのいず

れにも該当しないと認められる。 

よって、本件審査請求に係る保有個人情報を非開示とする判断は、妥当である。  

 

したがって、「１ 審査会の結論」のように判断する。 

 

５ 審査会の経過 

  

日  付 審  議  経  過 

令和５年２月２日 ・審査庁（世田谷区長）から諮問を受けた。 

（諮問第１４１号） 

令和５年１１月６日  （令和５年度第６回審査会） 

・事務局から経過概要の説明を受けた。 

・実施機関から説明を受けた。 

・諮問事項を審査した。 

令和６年２月６日 （令和５年度第９回審査会） 

・引き続き諮問事項を審査した。 

令和６年４月２２日 （答申第１４１号） 

・審査庁（世田谷区長）に答申した。 

 

世田谷区行政不服審査会 

会長  牛嶋 仁 

副会長 大林 啓吾 

委員  石田 若菜 

委員  白石 裕美子 

委員  松村 武志 


